
仕 様 書 

 
沖縄県立若夏学院 

 
１ 工事名称  沖縄県立若夏学院擁壁改修工事 
 
２ 場  所  沖縄県立若夏学院（那覇市首里大名町３丁目112番地） 
 
３ 工  種  土木工事一式 
 
４ 工事内容  擁壁工等 各一式 （別添、設計図面、本仕様書等のとおり） 
 
５ 契約期間  契約締結の日から180日間 
 
６ 留意事項 
・本工事は、設計図面のほか、沖縄県土木建築部制定の「土木工事共通仕様書」及び「土

木工事施工管理基準」、その他の参考図書に準じて施工すること。 
・本工事に必要な光熱水費に要する手続きや手配は受注者で行うものとし、その費用は受 
 注者負担とする。 
・廃棄物の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に基づ 
 き適切に処理しなければならない。 
・本工事は、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（平成12年法律第104号）に基

づき適切に処理しなければならない。 
・本工事の施工箇所に近接している電柱等については、施工の際支障となるため移設が必

要である。その移設協議について受注者で行うものとし、移設費用については発注者と
協議して決定すること。 

 
７ 一般事項 
・受注者は専任者を配置すること。 
・工事に関する技術的な責任は全て受注者が負うものとする。 
・工程に関しては、若夏学院の一般業務に支障のないようにすること。 
・安全作業を心がけ、養生や注意を徹底し、災害の防止に努めること。 
・資材搬入・搬出時間は、事前に打ち合わせを行うこと。 
・作業場所は、工事用標識を掲示し、第三者が立ち入らないように、作業区分を行うこ
と。 



・現場事務所、資材置き場等の場所については、発注者と協議を行い決定すること。 
・作業終了後には、清掃作業を行い、整理整頓を行うこと。 
・本工事に必要な官公署等への許認可等必要な申請及び手続きは遅滞なく行い、かつ、こ 
 れらに要する費用は全て受注者負担とする。 
・工事内容について、疑義が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。なお、協議は書 
 面での提出を必須とする。 

 

８ 提出書類 
・本工事に必要な届出等については、沖縄県土木建築部制定の「土木工事共通仕様書」に

準じ、沖縄県土木建築部建設工事関係標準様式を参照すること。 
 
  


